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液化石油ガス設備工事  



液化石油ガス設備工事の手続き一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圧縮アセチレン等

の貯蔵・取扱い 

特定液化石油ガス

設 備 工 事 事 業 

Ｐ279 

変  更 廃  止 

開始届 

開始（廃止）届 

記録の保存 
Ｐ266 

Ｐ266 

Ｐ274 

廃止届 

施工後の表示 

特定液化石油ガス設備の事業を行う

者は、事業所ごとに、事業開始の日か

ら 30 日以内に所管行政庁に届出 

貯蔵能力 300kg 以上 

Ｐ267 Ｐ267 

変更届 

開  始 

開  始 廃  止 

Ｐ267 

液化石油ガス 

設 備 工 事 

Ｐ267 

工事届 

規則第 86 条施設 

貯蔵能力 500kg 以上 

設置工事 変更工事 

炉、かまど、ボイラー 

乾燥設備、火花を生ず

る設備設置 
設置届書 

Ｐ281 
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１．液化石油ガス設備工事に関する法規制 

 設備士でなければ  設備工事の作業に関する制限（液石法 38 条の 7）   設備工事の作業（規則 108 条） 
 できない作業    …特別の知識及び技能を必要とし、かつ、     1．硬質管の寸法取り又はねじ切り 
            災害の発生の防止上重要な作業                2．硬質管相互の接続（溶接接続を除く）若しく 

は硬質管の取り外し（切断を含む） 
                                                                    3．器具等と硬質管の接続（器具…気化装置、 
                                                                        調整器、ガスメーター、自動ガスしゃ断器、 
                                    バルブ、ガス栓） 
                                                                    4．埋設硬質管の腐しょく防止（電気防しょくを 
                                    除く） 

5．気密試験 
 
    届 出 の 義 務 

    工事事業者       1．特定液化石油ガス設備工事事業の届出 
                             （事業開始届）（液石法 38 条の 10） 
               省令で定める工事を行う事業者 
               …事業所ごとに事業開始の日から 30 日以 
               内に所管行政庁に届出 
 
 
 
 
 
 
             2．液化石油ガス設備工事の届出（液石法 

38 条の 3）省令で定める施設、建築物 
                
 
 
 

 
              省令で定める工事をしたとき 
              …工事後遅滞なく知事(静岡県 

では各消防本部)に届出 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

特定液化石油ガス設備工事（規則 111 条） 
1．硬質管相互の接続（溶接接続を除く）若し 

くは硬質管の取り外し（切断を含む） 
2．器具等と硬質管の接続（器具…上記） 

施設又は建築物の指定（規則 86 条） 
 1．劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これ 
  らに類する施設 
 2．キャバレー、ナイトクラブ、遊技場その他 
  これらに類する施設 
 3．貸席及び料理飲食店 
 4．百貨店及びマーケット 
 5．旅館、ホテル、寄宿舎及び共同住宅 
  （共同住宅とは、アパート、マンション等 
  の集合住宅であって、同一建築物内に 3 世 
    帯以上入居する構造のもの） 
6．病院、診療所、助産所 

 7．小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、 
大学、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚 

  園及び各種学校 
 8．図書館、博物館及び美術館 
 9．公衆浴場 
10．駅及び船舶又は航空機の発着場（旅客の乗 
  降又は待合いの用に供する建築物に限る。） 
11．神社、寺院、教会その他にこれらに類する

施設 
12．床面積の合計が 1,000 ㎡以上である事務所 
 (1～11 に掲げるものに該当するものを除く。) 

液化石油ガス設備工事（規則 87 条） 
貯蔵能力が 500kg を超える次の工事（特定供給 
設備を除く） 
 1．設置の工事 
 2．供給管の延長を伴う工事 
 3．貯蔵設備の位置の変更又は貯蔵能力の増加 
  を伴う工事 
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    工事施工上の義務 

       設 備 士    1．技術上の基準に適合した工事の施工 
                            （液石法 38 条の 2、液石法 38 条の 8） 
               供給設備の技術上の基準（規則 18 条・19 条） 
               特定供給設備の技術上の基準（規則 53 条・54 条） 
               消費設備の技術上の基準（規則 44 条） 
             2．設備士免状の携帯（液石法 38 条の 8） 
 
 
    工事施工後の義務 

  工事事業者     1．液化石油ガス設備工事の届出（上記「届 
              出の義務」） 
         2．施工後の表示（液石法 38 条の 11）…別紙のとおり                おり 

             省令で定める特定液化石油ガス設備工事 
            をしたとき 
               表示すべき事項 
 
 
 
          3．記録の保存（液石法 38 条の 12） 
            省令で定める事項に関する記録の作成、 
            保存 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    そ の 他 の 義 務 

       設 備 士    1．設備士講習の受講 （液石法 38 条の 9） 
                                              （規則 109 条） 
             2．設備士免状の書き換え （液石法 38 条の 4） 
                            免状の記載事項に変更を生じたとき 
               （規則 98 条） 
               …住所、氏名 
 

工事事業者      器具の備付け（液石法 38 条の 13） 
              気密試験用器具及び自記圧力計 

施行後の表示に係る特定液化石油ガス設備工事

（規則 115 条） 
1．2 以上の消費設備にガスを供給するための 
   供給設備の設置又は変更（供給管の変更を 
  伴うものに限る） 
2．ガスメーターと一の末端ガス栓の間の配管 
   の長さが屋内において 4m 以上となる消費 
  設備の設置又は変更（配管の変更を伴うも 
  のに限り、上記 1．に該当するものを除く） 

表示すべき事項（規則 117 条） 
1．特定液化石油ガス設備工事事業者の氏名 
  又は名称 
2．施工年月日又は工事番号 
3．連絡先(住所及び電話番号) 

記録すべき事項、保存（規則 118 条、119 条） 
1．注文者の氏名又は名称及び住所 
2．工事の内容、施工場所及び施工年月日 
3．工事に従事した設備士の氏名 
4．施工後の気密試験結果 
   …記録及び配管図面を工事した事業所に 

 5 年間保存 
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貯蔵し、又は取り扱う者
．．．．．．．．．．．

が届出 

２．液化石油ガス設備工事等の届出 

区    分 左 に 該 当 す る 内 容 提出先 様式 

設

備

工

事

関

係 

液化石油ガス設備

工事届書 

▸ 規則第 86 条に定める施設に当該供給設備に係る貯蔵

設備の貯蔵能力が 500kg を超える液化石油ガス供給

設備の設置又は変更の工事をしたとき 
（特定供給設備を除く） 

当該工事の所

在地を管轄す

る消防本部 
P270 

特定液化石油ガス 
設備工事事業開始

届書 

▸ 特定液化石油ガス設備工事事業を開始したとき 
▸ 特定液化石油ガス設備工事事業を行う事業所を新設し

たとき 
▸ 個人から法人へ組織変更したとき 

所管行政庁 P271 

特定液化石油ガス 
設備工事事業変更

届書 

▸ 特定液化石油ガス設備工事事業者の氏名又は名称及び

住所並びに法人の場合は代表者を変更したとき 
▸ 事業所の名称又は所在地を変更したとき 
▸ 記録及び配管図面の保存の場所を変更したとき 
▸ 記録及び配管図面の分類の方法を変更したとき 
▸ 事業所の液化石油ガス設備士に変更があったとき 
▸ 自記圧力計の数を変更したとき 

所管行政庁 P272 

特定液化石油ガス 
設備工事事業廃止

届書 

▸ 特定液化石油ガス設備工事事業を廃止したとき 
所管行政庁 P273 

※ 提出部数は 2 部 

 
（１） 液化石油ガス設備工事届  

 
                  工事をした者が届出

．．．．．．．．．
 

液化石油ガス設備工事届書  （水道工事業者、建築業者等にも適用） 
（液石法第 38 条の 3） 
▸ 液化石油ガスの貯蔵能力    500kg 超 

 
 

圧縮アセチレンガス等の貯蔵 
又は取扱いの開始（廃止）届出書 
（消防法第 9 条の 2） 
▸ 液化石油ガスの貯蔵能力    300kg 以上 

 

特定供給設備を除く 

市町消防本部消防長 
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学校、病院、興行場その他の多数の者が出入りする施設（規則第 86 条に定める施設又は建築

物）について液化石油ガス設備工事（下記に該当する場合に限る。）をした者は遅滞なくその旨

を当該施設又は建築物の所在地を管轄する各消防本部に届け出なければならない。 
 
届出を必要とする液化石油ガス設備工事は特定供給設備以外の供給設備の設置又は変更の工

事で、下記に該当する場合である。 
 

① 貯蔵能力が 500kg 超 
② 規則第 86 条に定める施設又は建築物であること。 
③ 変更の工事の場合は、下記一、二のいずれかに該当するもの。(規則 87 条) 

一 供給管の延長を伴う工事 
二 貯蔵設備の位置の変更又はその貯蔵能力の増加を伴う工事 

 
 

▸ 書類の提出方法 
供給設備の工事を施工した設備工事事業者が届け出る。 
設備工事事業者が 2 以上の場合、下記配管図に工事の区分を明示し、区分ごとにそれぞ

れの事業者名、工事を行った設備士名及び免状番号を記載すること。 

 

 
<<添付書類>> 

① 案内図 

② 容器設置場所の状況図（容器設置場所、供給設備とその材質、くさりがけの方法、換気口等

を含む） 

③ 設備工事施工後の配管図又はアイソメ図（容器設置場所から消費設備まで） 

④ 当該設備工事記録台帳の写し及び気密試験結果（チャート紙等）の写し 

⑤ バルク貯槽にあっては、特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証の写しが必要な場合

があるので、事前に確認すること。 
   

なお、配管等は赤色で明示し、太さ・材質・埋設等を明瞭に記入するとともに上記の図面

内に警報器設置場所を記入すること。 
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（２）特定液化石油ガス設備工事事業開始届書 
 

液化石油ガス設備工事として、次の①、②に掲げる作業を行う者は、事業開始の日から 30 日

以内に、特定液化石油ガス設備工事事業開始届書を所管行政庁に提出しなければならない。（専

ら工事を受注し、それを他の特定液化石油ガス設備工事事業者に発注する者は含まない） 
 
① 硬質管相互の接続に係る工事（アーク溶接又はガス溶接の方法による接続に係るもの

を除く。） 
② 次に掲げる器具等と硬質管の接続に係る工事（ａからｄまでに掲げる器具等と硬質管

の接続に係る工事であっては、同一型式の器具等の交換に係るものを除く。） 
 ａ．気化装置    ｂ．調整器    ｃ．ガスメーター    
 ｄ．自動ガスしゃ断器 ｅ．バルブ         ｆ．ガス栓 

 
下記の事項に該当する場合、開始届書を提出すること。 
▸ 新たに事業を開始した場合（事業所ごと） 
▸ 法人化した場合（個人事業者の廃止届書も必要） 
▸ 個人事業者の代表者が変更になった場合（旧代表者による廃止届書も必要） 
（注）法人代表者変更の場合は変更届書が必要 

 
<<添付書類>> 
次の事項を記載した書面 
▸ 液化石油ガス設備士の氏名及び液化石油ガス設備士免状の写し 
▸ 自記圧力計の数 

 
（３）特定液化石油ガス設備工事事業変更届書 
 

下記の事項に変更が生じたときは変更届書を提出しなければならない。 
① 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 
② 事業所の名称及び所在地 
③ 記録及び配管図面の保存の場所 
④ 記録及び配管図面の分類方法 
⑤ 液化石油ガス設備士の免状番号 
⑥ 自記圧力計の数 

 
<<添付書類>> 
液化石油ガス設備士の変更の場合次の事項を記載した書面 
▸ 液化石油ガス設備士の氏名及び液化石油ガス設備士免状の写し 

 
（４）特定液化石油ガス設備工事事業廃止届書 
 

下記の事項に該当する場合、廃止届書を提出すること。 
① 特定液化石油ガス設備工事事業を廃止した場合 
② 法人化した場合 
③ 個人事業者の代表者が変更になった場合 
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様式第 48（第 88 条関係） 

液化石油ガス設備工事届書

  年   月   日

様

氏名又は名称及び法人に

あってはその代表者の氏名

住 所 〒

連 絡 担 当 者 名

電          話   － －

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第 38 条の 3 の規定により、次のとおり届

け出ます。

工 事 に 係 る 供 給 設 備

又は消費設備の所在地

当該設備の所有者又は

占有者の氏名又は名称

当 該 設 備 の 使 用 目 的

貯 蔵 設 備 の 貯 蔵 能 力

工 事 の 内 容

（備考）1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。 
2 ×印の項は記載しないこと。 

× 整 理 番 号

× 受理年月日 年  月  日
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様式第 57（第 114 条関係） 
 
 
 
 
 

特定液化石油ガス設備工事事業変更届書 
 

     年   月   日 
 

       様 
 
        氏名又は名称及び法人に 

あってはその代表者の氏名                           
        住          所 〒 

 
事 業 所 番 号 

        連 絡 担 当 者 名 
        電          話        －       － 
 
 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第 38 条の 10 第 2 項の規定により、次のと

おり届け出ます。 
 
１．事業開始の届出の年月日 
            

        年     月     日 
 
２．変更の内容 
 
 
 
 
 
３．変更の理由 
 
 
 
 
 
 
 
（備考）1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。 

2 ×印の項は記載しないこと。 

× 整 理 番 号  

× 受理年月日     年  月  日 
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様式第 58（第 114 条関係） 

特定液化石油ガス設備工事事業廃止届書

  年   月   日

様

氏名又は名称及び法人に

あってはその代表者の氏名

住 所 〒

事 業 所 番 号

連 絡 担 当 者 名

電          話   － －

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第 38 条の 10 第 2 項の規定により、次

のとおり届け出ます。

事業開始の届出の年月日

 昭和 ・   年     月   日

（備考）1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。 
2 ×印の項は記載しないこと。 

× 整 理 番 号

× 受理年月日 年  月  日
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施工後の表示

（供給管又は配管に取り付ける場合）……針金等で固定して取り付ける。

6 センチメートル 
5 センチメートル 

（障壁等平面な箇所に取り付ける場合）……釘打ち又はハンダ付け等で固定する。

12 センチメートル 
10 センチメートル 

 
 
 
 

（備考）表示の文字は、明瞭かつ消えないように記載すること。

液化石油ガス法による施工後の表示

工事事業者の

氏名又は名称

連 絡 先

施工年月日又は

工 事 番 号

液化石油ガス法による施工後の表示

工事事業者の

氏名又は名称

連 絡 先

施行年月日又は

工 事 番 号

８
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

６
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

６
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

８
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
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(別
紙

)
 
液

化
石

油
ガ

ス
設

備
工

事
台

帳

 
事
業
者
名

備
考

図
面
№

施
工
者
名

工
事
内
容

施
工
場
所

消
費
者
名

発
注
者
名

施
工
年
月
日

工
事
№
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平
面
図

 
 
 

 
配

管
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埋
設
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を
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立
会
者
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ソ
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当
者

講
じ
た
措
置

年
月
日

通
報
内
容

年
月
日

消 費 者 か ら の 連 絡 事 項
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＜ 参 考 ＞ 

貯蔵能力が 300 ㎏以上の貯蔵設備を設置する場合は、あらかじめ、供給事業者から該当設備

を管轄する消防署に届け出ること。 

消防法第 9条の 3 危険物の規制に関する政令第１条の 10 

危険物の規制に関する規則 第 1条の 5 

消防署への届出は、内容証明郵便等の届出の証明が可能な方法により行うことができる。 

危険物の貯蔵または取り扱いの開始等の届出書 

 

圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始（廃止）届出書

年  月  日 

様

届出者   

住 所      （℡ ） 

氏名 

事 業 所 の 所 在 地

及 び 名 称

所 在 地

名 称

貯蔵し、又は取扱う
倉庫、施設等の名称

貯蔵し、又は取り扱う
倉庫、施設等の構造等
の 概 要

貯蔵し、又は取り扱
う 物 質 の 名 称

最大貯蔵数量又は
最大取扱数量（㎏） 

消火設備の
概 要

物質に対する処理剤

の種類及び保有量

種類 保有量 対象物質

貯蔵又は取扱開始

（廃止）予定年月日

緊 急 時 の 連 絡 先

昼間   （℡    ）

夜間・休日   （℡    ）

その他必要な事項

※ 受 付 欄 ※経過欄

備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
２ 法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事業所の所在地を記入すること。
３ 「処理剤」とは、消石灰等の化学処理剤及び乾燥砂等の吸着剤をいう。
４ ※印の欄は記入しないこと。
５ 貯蔵又は取扱いを開始しようとするときは、倉庫、施設等の位置及び倉庫、施設等内における物質の貯
蔵又は取扱場所を示す見取図を添付すること。

様式第１ （第 1 条の 5 関係） 
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第 2 編 第 6 章 

炉、かまど、ボイラー、乾燥設備、火花を生ずる設備設置の届出につい

て（消防法関係） 

１．届出の手続 

（１）届出を要する設備 

熱風炉 風道を使用しない熱風炉にあっては、劇場等及びキャ

バレー等に設けるものに限る。 

炉 

かまど 

多量の可燃性ガス又は蒸気を発生するもののほか、据

付面積２㎡以上のもの（個人の住居に設けるものを除

く）。 

ボイラー 

給湯湯沸設備 

（入力７０ｋｗ毎時以上のも

の） 

個人の住居に設けるもの又は労働安全衛生法施行令

（昭和４７年政令第３１８号）第１条第３号に定めるも

のを除く。 

乾燥設備 全部 

火花を生ずる設備 全部 

（２）届出者 

当該設備を設置しようとする者 

（３）届出時期 

設置に先だって、あらかじめ届け出る。 

（４）届出先 

当該設備を設置する所轄の消防長又は消防署長（消防本部を置かない市町村においては、

市町村長）とする。 

（５）届出方法 

条例別記様式によって届け出る。 

（６）添付書類 

当該設備の設計図書 
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第 2 編 第 6 章 

届出は、各市町火災予防条例に基づいて行うこと（消防法第９条） 

静岡市火災予防条例抜粋 

（火を使用する設備等の設置の届出） 

第６３条 火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備のうち、次に

掲げるものを設置しようとする者は、あらかじめ、その旨を消防署長に届け出なければ

ならない。 

（１） 熱風炉 

（２） 多量の可燃性ガス又は蒸気を発生する炉 

（３） 前号に掲げるもののほか、据付面積２平方メートル以上の炉（個人の住居に設

けるものを除く。） 

（４） 当該厨房設備の入力と同一厨房室内に設ける他の厨房設備の入力の合計が３５

０キロワット以上の厨房設備 

（５） 入力７０キロワット以上の温風暖房機（風道を使用しないものにあっては、劇

場等及びキャバレー等に設けるものに限る。） 

（６） ボイラー又は入力７０キロワット以上の給湯湯沸設備（個人の住居に設けるも

の又は労働安全衛生法施行令（昭和４７年政令第３１８号）第１条第３号に定め

るものを除く。） 

（７） 乾燥設備（個人の住居に設けるものを除く。） 

（８） サウナ設備（個人の住居に設けるものを除く。） 

（９） 入力７０キロワット以上の内燃機関によるヒートポンプ冷暖房機 

（10） 火花を生ずる設備 

（11） 放電加工機 

（12） 高圧又は特別高圧の変電設備（全出力５０キロワット以下のものを除く。） 

（13） 燃料電池発電設備（第１２条の２第２項又は第４項に定めるものを除く。） 

（14） 内燃機関を原動力とする発電設備のうち、固定して用いるもの 

（第１８条第４項に定めるものを除く。） 

（15） 蓄電池設備 

（16） 設備容量２キロボルトアンペア以上のネオン管灯設備 

（17） 水素ガスを充塡する気球 

※ １２号以降は別様式にて届出 
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第 2 編 第 6 章 

２．届出書の作成要領 

① 用紙の大きさは日本産業規格Ａ４とする。

② 届出先は、当該設備を設置する所轄の消防長又は消防署長名を記入する。

（例）○○市消防長、○○市○○消防署長 

③ 届出者の住所・氏名は、当該設備を設置しようとする者の住所・氏名とすること。

④ 防火対象物の欄の所在地、電話・名称・主要用途の欄は、当該設備を設置する防火対象

物について記入する。 

⑤ 設置場所の欄の用途、構造・床面積・階層の欄は、当該設備を設置する場所について、

それぞれ記入（階層欄には、屋外に設置する設備にあっては、「屋外」とする。）し、消防用

設備等の欄は、当該設備に設置した消防用設備等の種類（設備個数等）を記入する。 

（例）粉末消火器（１０型）５本 

⑥ 届出設備の欄のうち

ⅰ．設備の種類の欄は、設置しようとする設備名等を記入する。

（例）鉄鋼溶解炉、暖房用熱風炉、多衆調理用かまど、蒸気式乾燥設備等とする。 

ⅱ．着工・施工（予定）年月日の欄は、それぞれの予定年月日を記入する。 

ⅲ．設備の概要の欄は、当該設備の位置、構造等について、具体的に記入する（書き込

めない事項は、別紙に記載して添付すること）。 

（例）ア．乾燥設備（蒸気式乾燥設備）の場合 

キャビネットは鉄板製（幅 1,500 ㎜、奥行 3,000mm、高さ 1,500mm）で、

保温板として石綿を被覆する。 

乾燥台は、鋼板製とし、スチール蒸気管を台の下に設ける。 

最高温度は７５℃とし、空気通気口を底部に設ける。 

排気筒は専用とし、屋外に直接排出する。 

イ．炉（暖房用熱風炉）の場合 

キャビネットは鋼板製（幅 1,100 ㎜、奥行 500mm、高さ 1,800mm） 

発生熱量は、25,000kcal/h 

熱交換器はステンレススチール 

送風機は 600w 

空気吸気口は、キャビネットの全面で、背面はダクトに接続 

ウ．かまど（調理用かまど）の場合 

かまどは煉瓦造とし、幅 4,000 ㎜、奥行 2,500mm、高さ 1,500mm とす

283



第 2 編 第 6 章 

る。 

ガスバーナー４つを設ける。 

天蓋（4,500㎜×2,300mm）はトタン製で天井に取り付け、屋外に直通

（ファン付）する排気筒に連結する。 

エ．ボイラー（温水用ボイラー）の場合 

ボイラーは横型多缶式（径 1,500 ㎜、高さ 1,000mm）でコンク 

リート基礎に設置し、缶の表面はガラスウールで被覆。 

伝熱面積は 38 ㎡、火床面積は 1.5 ㎡、発熱量は 380,000kcal/h とす

る。 

オ．火花を生ずる設備（グラビア印刷機）の場合 

凸版用自動印刷機 

インクタンクは鋼板製 18ℓ容器とする。 

乾燥装置は、タイル方式のもので、赤外線ヒーター（6kw）を使用

する。 

ⅳ．熱源の欄の種類の欄は、それぞれ設備に使用する熱源を記入し、使用量は一日又は

一時間当たりの使用量を記入すること。 

（例）種 類：プロパンガス 

使用量：5㎏/h 

ⅴ．保安装置の欄は、当該設備に設置された保安（安全）装置を記入する。 

（例）ア．温水用ボイラーの場合 

内圧力調整器及び安全弁を設ける。 

イ．調理かまどの場合 

ガス漏れ警報器・自動熱源停止装置 
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（静岡市様式例） 

炉・厨
ちゆう

房設備・温風暖房機・ボイラー・

給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設

備 ・ ヒ ー ト ポ ン プ 冷 暖 房 機 ・ 

火 花 を 生 ず る 設 備 ・ 放 電 加 工 機 

設置届出書 

年 月 日 

（あて先） 

住所 

届出者 氏名 

電話 

防火

対象

物 

所在地 静岡市 （電話  ） 

名 称 主用用途 

設置

場所 

用 途 床面積 m2 
消防用設備等 

構 造 階 層 

届

出

設

備

設備の種類 

着工（予定）

年 月 日 
年  月  日 

竣工（予定）

年 月 日 
年  月  日 

設備の概要 

使 用 す る

燃 料 ・ 熱

源 ･ 加工液 

種 類 使 用 量 

安 全 装 置 

取扱責任者の職氏名 

工事施工者 
住 所 （電話  ） 

氏 名 

※ 受 付 欄 ※ 経 過 欄 

 (注) 

  １ 階層欄には、屋外に設置する設備にあっては、「屋外」と記入してください。 

  ２ 設備の種類欄には、鉄鋼溶解炉、暖房用熱風炉、業務用厨
ちゆう

房設備等と記入してください。 

  ３ 設備の概要欄に書き込めない事項は、別紙に記載して添付してください。 

  ４ ※印の欄は、記入しないでください。 

  ５ 当該設備の設計図書を添付してください。 
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炉・厨
ちゆう

房設備・温風暖房機・ボイラー・

給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設

備 ・ ヒ ー ト ポ ン プ 冷 暖 房 機 ・ 

火 花 を 生 ず る 設 備 ・ 放 電 加 工 機 

設置届出書 

年  月  日 

（あて先）静岡市○○消防署長 様 

住所 静岡市葵区本通○－○○ 

届出者 氏名 社会福祉法人 ○○○○ 

電話 ０５４―○○○―△△△△ 

防火

対象

物 

所在地 静岡市葵区本通○－○○ （電話０５４―○○○―△△△△） 

名 称 介護施設 ○○○○ 主用用途 福祉施設 

設置

場所 
用 途 給湯 床面積 ○○.○m2 

消防用設備等 
ABC 粉末消火器

（10 型）1 本 構 造 鉄筋３Ｆ 階 層 屋外 

届

出

設

備

設備の種類 業務用給湯設備 

着工（予定）

年 月 日 
平成○○年○月○日 

俊工（予定）

年 月 日 
平成△△年△月△日 

設備の概要 ガス給湯器 ○○○－△△××（メーカー名） 

使 用 す る

燃 料 ・ 熱

源 ･ 加工液 

種 類 使 用 量 

プロパンガス 70Kw/h 

安 全 装 置 フレームロッド方式 

取扱責任者の職氏名 事務長 静岡 太郎 

工事施工者 
住 所 静岡市葵区国吉田○－○（電話０５４―○○○―△△△△） 

氏 名 ㈱○○プロパン 

※ 受 付 欄 ※ 経 過 欄 

 (注) 

  １ 階層欄には、屋外に設置する設備にあっては、「屋外」と記入してください。 

  ２ 設備の種類欄には、鉄鋼溶解炉、暖房用熱風炉、業務用厨
ちゆう

房設備等と記入してください。 

  ３ 設備の概要欄に書き込めない事項は、別紙に記載して添付してください。 

  ４ ※印の欄は、記入しないでください。 

  ５ 当該設備の設計図書を添付してください。 

記入例 

④ 

⑤ 

⑥ ⅰ． 

ⅱ． 

ⅲ． 

ⅳ． 

ⅴ． 

② 
③ 

※①Ａ４規格
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